
民生福祉常任委員会審査日程 
 

 日 時  令和６年１２月３日(火)  

午前９時から            

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 

 

１ 議案第７３号 山陽小野田市環境調査センター条例を廃止する条例の制定

について                   （環境） 

 

２ 議案第６８号 令和６年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算

（第２回）について              （保年） 

 

３ 議案第７０号 令和６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について              （保年） 

 

４ 議案第６９号 令和６年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第２

回について）                 （高齢） 
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令和６年１２月３日 民生福祉常任委員会資料【環境課】 

山陽小野田市環境調査センター条例の廃止について 

１ 環境調査センターの概要 

（１）設置目的 

市民の健康の保護と生活環境の保全に資するため、工場排水による水

質汚濁の調査や油汚染の監視等、公共用水域の水質保全対策の推進を目

的に、環境に関する調査、研究業務を行う機関として、昭和４５年「小

野田市水圏公害研究所」の名称で設置。合併後、「山陽小野田市環境調

査センター」に名称変更。 

設置当初は、公共用水域の水質調査や工場排水調査を中心とした業務

が主体であったが、現在では降下ばいじん等の大気調査、行政需要に対

応した水質調査を行っている。 

（２）施設 

・開設 昭和４５年１２月 

・建物 コンクリートブロック造平屋建 ４６６㎡ 

・土地 ２８４９.０３㎡ 

 

  

外観 

位置図（大字西高泊 2275 番地） 
 

環境調査センター 
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２ 廃止と判断する要因 

（１）公害対策から環境保全へ 

設置当時は、公害対策が喫緊の課題となっていたが、市民を取り巻く

環境は大きく改善されており、大気や水質の調査結果は、良好な状態で

推移している。 

（２）建物の老朽化 

建物は築５０年を経過し、既にコンクリートブロック造りの建物の耐

用年数（約４０年）を超え、施設の老朽化が進んでおり、安全性の確保

が困難であることや建替えに多額の費用を要することが懸念される。 

（３）公共施設総合管理計画の方向性 

山陽小野田市公共施設等総合管理計画（平成２９年策定）に基づく山

陽小野田市公共施設個別施設計画において「廃止に向けて検討（現在の

業務を精査し、アウトソーシング等により業務縮小を検討）」と方向性

を定めている。 

（４）業務委託による調査の継続 

環境調査業務については、他市の多くは民間事業者への業務委託で対

応しており、本市においても現在行っている環境調査内容を精査した上

で民間事業者への業務委託により対応可能である。 

 

３ 環境調査センターの主な業務 

（１）水質調査分析 

・公共用水域（海域、河川、遊水池等）の調査分析 

・工場排水の調査分析 

（２）大気調査分析 

・降下ばいじん量及び亜硫酸ガス測定 

（３）行政需要等 

・施設管理（一般廃棄物最終処分場、水処理センター、小野田浄化

センター、農業集落排水処理施設、浄化槽施設等の排水調査） 

・学校関係（プール、飲料水等の調査） 

・市民地元要望（ゴルフ場、小河川、農業用水路等の調査） 



国⺠健康保険被保険者証番号変更に係るシステム改修事業

本市の国⺠健康保険の被保険者を管理する被保険者証番号は、個人ごとに附番した宛名番号
により管理している。令和7年度末までに予定されている「自治体情報システムの標準化（※）」へ対
応するためには、現⾏の被保険者証番号を標準準拠システムの標準仕様である世帯番号管理とす
る番号へ変更する必要がある。
このことから、現⾏の国⺠健康保険システムにおいて、令和6年度から被保険者証番号変更に必要
なデータ作成等のシステム改修に着⼿し、令和7年度中に標準準拠システムに移⾏するものとする。

令和6年12月3日
民生福祉常任委員会資料
議案第68号関係／保険年金課

⾃治体情報システムの標準化に係る補助事業である「デジタル基盤改⾰⽀援補助⾦」の対象として調整中

予算額（千円）算出根拠予算費目概要事業名

4,719
被保険者証番号変更に係るシステム改修業務委託料
4,290,000円×1.1＝4,719,000円
令和6年12⽉補正︓債務負担⾏為設定 令和7年度予算計上

システム改修委託料上記のとおり
国⺠健康保険被保険者証
番号変更に係るシステム改修
事業

4,719合計

事業概要

システム改修期間

番号変更時期

令和7年8月1日
本市のおいては、令和8年1⽉を目途に標準準拠システムに移⾏することを予定しているが、被保険
者証の年次更新を毎年度8⽉としており、被保険者証番号変更による被保険者や医療機関、国保
連等への影響を最⼩限にするため、年次更新時期である令和7年8⽉に⾏う。

令和7年1月から令和7年9月末まで

システム改修内容

(1) 標準準拠システムの標準仕様書に準拠した被保険者証番号変更全件データの作成
(2) 被保険者証番号変更後の異動に伴う旧番号情報との紐づけデータの作成
(3) 被保険者証番号変更に伴う各種帳票類改修 ほか

被保険者証
記号・番号
山9-1030000-01

被保険者証
記号・番号
山9-1030000-02

被保険者証
記号・番号
山9-1030000-03

被保険者証番号変更のイメージ

世帯主 妻 子

被保険者証
記号・番号
山9-1230001

被保険者証
記号・番号
山9-1230002

被保険者証
記号・番号
山9-1230003

世帯主 妻 子

変
更
前

変
更
後

※ 自治体情報システムの標準化とは
令和3年9⽉に施⾏された「地⽅公共団体情報システムの標準化に
関する法律」により、地⽅⾃治体が利⽤する基幹業務システムの対象
の20業務（住⺠基本台帳、市税、国保、介護等）について、標準
化基準に基づいた「標準準拠システム」へ移⾏することが義務付けられ
た。
本市においても国が移⾏期間として定める令和7年末までを目標に、
⾃治体情報システムの標準化に向けて取り組んでいる。


